
政
令
第
二
百
三
十
号

総
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四

項
並
び
に
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
の
二
」
に
、
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
、
「
第
七
十

五
条
」
を
「
第
七
十
四
条
」
に
、
「
第
七
十
六
条
」
を
「
第
七
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
国
際
戦
略
局
の
所
掌
事
務
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
は
」
を
「
国
際
戦
略

局
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
政
策
」
の
下
に
「
の
う
ち
技
術
に
関
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第

四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十

号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



九

総
務
省
の
所
掌
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
十
二
号
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
等
」
を
「
国
際
戦
略
局
、
情
報
流
通
行
政
局
及
び

総
合
通
信
基
盤
局
（
以
下
「
国
際
戦
略
局
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
中
第
十
三
号
及
び

第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
三

号
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
第
十
六
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第

十
三
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

情
報
通
信
政
策
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
五

総
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
確
保
に
関
す
る
事
務
の
総
括

に
関
す
る
こ
と
。

十
六

国
際
戦
略
局
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。



十
七

情
報
通
信
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
を
第
八
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

情
報
通
信
の
高
度
化
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
情
報
の
電
磁
的
流
通
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項

第
五
号
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
削
り
、

第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
円
滑
化
の
た
め
の
制
度
の
整
備
そ
の
他
の
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
一
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
規
律
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
（
技
術
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
」
を
「
前
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号

ま
で
、
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
」
に
改
め
る
。



第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改

め
る
。

第
十
八
条
第
四
項
中
「
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
第
八
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
四
十
条
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
七
人
」
を
「
八
人
及
び
行
政
相
談
管
理
官
一
人
」
に
、
「
行
政
相
談
課
」
を

「
行
政
相
談
企
画
課
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
行
政
相
談
課
」
を
「
行
政
相
談
企
画
課
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
あ
っ
せ
ん
」

の
下
に
「
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
」
を
加
え
る
。

第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
四
目
中
第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
行
政
相
談
管
理
官
の
職
務
）

第
四
十
四
条
の
二

行
政
相
談
管
理
官
は
、
各
行
政
機
関
の
業
務
、
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
及
び
同
条
第
五
号
に
規

定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
業
務
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
の
必
要
な
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
事
務
（
行
政
相
談
企
画
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。



第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
八
目
の
目
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
目

国
際
戦
略
局

第
六
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
国
際
戦
略
局
に
置
く
課
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦

略
局
」
に
、
「
七
課
」
を
「
六
課
」
に
、
「
三
人
（
う
ち
一
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る

「
国
際
政
策
課

も
の
と
す
る
。
）
」
を
「
一
人
」
に
、
「
情
報
通
信
政
策
課
」
を
「
国
際
政
策
課
」
に
、

を
「
国
際
経
済
課

国
際
経
済
課
」

」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
情
報
通
信
政
策
課
」
を
「
国
際
政
策
課
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
情
報
通
信
国

際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

三

国
際
政
策
課
、
国
際
経
済
課
及
び
国
際
協
力
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

に
関
す
る
こ
と
。

四

条
約
又
は
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
情
報
の
電
磁
的
流
通
及
び
電
波
の



利
用
に
関
す
る
国
際
的
取
決
め
を
協
議
し
、
及
び
締
結
す
る
こ
と
並
び
に
国
際
電
気
通
信
連
合
そ
の
他
の
機
関
と
連
絡
す

る
こ
と
（
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
七
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
六
十
八
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

総
務
省
の
所
掌
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
経
済
課
及
び
国
際
協
力
課
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
。

第
六
十
八
条
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

第
七
十
二
条
を
削
る
。

第
七
十
三
条
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
等
」
を
「
総
務
省
」
に
改
め
、
「
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
、
」
を
削
り
、
「

第
七
十
条
第
二
号
及
び
前
条
第
二
号
」
を
「
第
六
十
八
条
第
四
号
及
び
第
七
十
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
二
条
と

す
る
。

第
七
十
四
条
第
一
号
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
等
」
を
「
国
際
戦
略
局
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
情
報
通
信
国
際

戦
略
局
等
」
を
「
総
務
省
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
三
条
と
す
る
。



第
七
十
五
条
中
「
次
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
電
気
通
信
業
及
び
放
送
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
（
電
気
通

信
業
及
び
放
送
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
重
要
事
項
に
係
る
も
の
」
に
、
「
情
報
通
信
国

際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
七
十
四
条
と
す
る
。

第
七
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
情
報
流
通
行
政
局
に
置
く
課
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
九
課
」
を
「
十
課
及
び
参

事
官
二
人
（
う
ち
一
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
」
に
、
「
総
務
課
」

「
総
務
課

を

に
改
め
、
第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
九
目
中
同
条
を
第
七
十
五
条
と
す
る
。

情
報
通
信
政
策
課
」

第
七
十
七
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

情
報
通
信
政
策
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
十
七
条
を
第
七
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
情
報
通
信
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
七
条

情
報
通
信
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
規
律
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
（
技
術
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
企
画
及
び
立



案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
参
事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
円
滑
化
の
た
め
の
制
度
の
整
備
そ
の
他
の
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
通
信
作
品
振
興

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

情
報
通
信
の
高
度
化
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
情
報
の
電
磁
的
流
通
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

四

国
際
戦
略
局
等
の
所
掌
事
務
に
係
る
事
業
に
必
要
な
資
金
の
融
通
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

五

国
際
戦
略
局
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
財
政
投
融
資
計
画
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
際
戦
略
局
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

七

情
報
通
信
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
十
八
条
第
八
号
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
第
一
号
中
「
情
報
通
信
作
品
」
の
下
に
「
（
放
送
番
組
そ
の
他
の
電
磁
的
方
式
に
よ
り
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
音
響
、
影
像
等
の
情
報
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
作
品
（
そ
の
素
材
と
な
る
音
響
、
影
像
等
の
情
報
を
含
む
。
）
を
い
う

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
十
二
条
第
四
号
、
第
八
十
四
条
第
三
号
及
び
第
八
十
五
条
第
五
号
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」



に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
参
事
官
の
職
務
）

第
八
十
六
条

参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
し
、
又
は
情
報
流
通
行
政
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重

要
事
項
の
審
議
に
参
画
す
る
。

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
規
律
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
（
技
術
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
係
る
も
の

二

総
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
十
三
条
第
二
号
及
び
第
五
号
、
第
九
十
四
条
第
二
号
、
第
九
十
五
条
第
三
号
、
第
九
十
六
条
第
二
号
、
第
九
十
九
条
第

七
号
、
第
百
条
第
二
号
並
び
に
第
百
一
条
第
二
号
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改
め
る
。

「
第
一
部

「
総
務
行
政
相
談
部

第
百
三
十
四
条
第
一
項
中

を

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二

第
二
部
」

評
価
監
視
部

」

項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。



附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
十
一
号
中
「
次
条
第
一
項
第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
附

則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
十
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
号
」
を
「
同
条
第
二
項
中
「
第

二
十
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
第
七
十
二
条
第
三
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項

第
十
一
号
及
び
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
第
七
十
三
条
中
「
前
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二
号
並
び
に

附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
と
」
を
削
り
、
「
「
次
条
第
三
号
及
び
」
を
「
、
「
次
条
第
三
号
及
び
」
に
改
め
る
。

別
表
青
森
行
政
評
価
事
務
所
の
項
か
ら
千
葉
行
政
評
価
事
務
所
の
項
ま
で
、
山
梨
行
政
評
価
事
務
所
の
項
か
ら
富
山
行
政
評

価
事
務
所
の
項
ま
で
、
岐
阜
行
政
評
価
事
務
所
の
項
か
ら
京
都
行
政
評
価
事
務
所
の
項
ま
で
、
奈
良
行
政
評
価
事
務
所
の
項
か

ら
長
崎
行
政
評
価
事
務
所
の
項
ま
で
及
び
大
分
行
政
評
価
事
務
所
の
項
か
ら
鹿
児
島
行
政
評
価
事
務
所
の
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
の
二
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
四
目
中
第
四
十
四
条



の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
百
三
十
四
条
及
び
別
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
公
益
信
託
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
等
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
改
正
）

２

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
国
際
戦
略
局
」
に
改
め
る
。

一

公
益
信
託
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
四
年
政
令
第
百
六
十
二
号
）
別

表
第
一
総
務
省
の
項

二

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
第
一
条
第
三
項

三

総
務
省
国
立
研
究
開
発
法
人
審
議
会
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
第
八
条

（
情
報
通
信
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

３

情
報
通
信
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
」
を
「
情
報
流
通
行
政
局
」
に
改
め
る
。





理

由

総
務
省
の
所
掌
事
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
の
名
称
及
び
所
掌
事
務
並
び
に
情
報
流
通
行
政

局
の
所
掌
事
務
を
変
更
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


